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潟上市みらい共創プラン（第３次潟上市総合計画） 

みんなで創る みんなが輝く 愛され 誇れる 私たちの潟上市 

～誰もが幸せに暮らせるまちを目指して～ 

 

 

基本目標１ 活力にあふれ にぎわい豊かなまち 

 

 

１－（１） 農林水産業の振興 

 

［6.1.4 農地費］ 

(１)農業用施設管理事業（農林水産振興課） ３１,０５９千円 

安定した農業生産基盤を維持するため、農業用施設の適切な維持管理を推進し、

土地改良区の体制強化を支援する。 

①施設維持管理事業                 ６,７７１千円 

 農業用施設修繕及び清掃、排水機場保守管理 等 

②侭ノ内ポンプ更新工事               ４,１１１千円 

③【新規】土地改良施設等突発事故復旧支援事業費助成金(天王西地区) 

                         １４,４００千円 

④水利施設管理強化事業助成金            ５,７７７千円 

 

［6.1.4 農地費］ 

(２)ため池等整備事業（農林水産振興課） １,１１２千円 

越水などの災害を防止するため、老朽化が進む農業用ため池施設等を整備する。 

・実施主体 秋田県 

・実施箇所 真崎堰地区（飯塚） 

・負担割合 国 55％、県 28％、市町村 10％(潟上市 0.695％）、土地改良区７％ 
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［6.1.4 農地費］ 

(３)湛水防除事業（農林水産振興課） ３,６８０千円 

農作物の生産に悪影響を及ぼす農地の湛水被害を防ぐため、排水機場を改修する。 

①天王東地区                      ３,２５０千円 

・実施主体 秋田県 

・負担割合 国 55％、県 40％、市 2.5％、土地改良区 2.5％ 

②浜井川地区（飯塚）                   ４３０千円 

・実施主体 秋田県 

・負担割合 国 55％、県 40％、市町 3.87％(潟上市 0.43％)、土地改良区 1.13％ 

 

［6.1.4 農地費］ 

(４)基幹水利施設ストックマネジメント事業（農林水産振興課） ４,６１８千円 

かんがい施設の適切かつ安全な揚水管理による営農の安定化を図るため、老朽化 

した用排水施設を補修・更新する。 

①【新規】沖田地区                     ６５０千円 

・実施主体 新城川土地改良区 

・負担割合 国 55％、県 14％、市 13％、土地改良区 18％ 

  ②乱橋地区                      ３,９００千円 

・実施主体 新城川土地改良区 

・負担割合 国 55％、県 14％、市 13％、土地改良区 18％ 

③【新規】真崎堰地区                   ６８千円 

・実施主体 馬場目川水系土地改良区 

・負担割合 国 55％、県 14％、市町村 13％(潟上市 0.9％)、土地改良区 18％ 

 

［6.1.4 農地費］ 

(５)多面的機能支払交付金事業（農林水産振興課） １２８,２０２千円 

農地の多面的機能の維持・発揮を図るため、地域組織の活動を支援する。 

・実施主体 農業者等で構成される活動組織（17 組織） 

・補助率等 地域活動経費 国 1/2、県 1/4、市 1/4 

推進事業経費 定額 
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［6.1.3 農業振興費］ 

(６)担い手の育成・確保事業（農林水産振興課） ５,４００千円 

産地間競争に耐えられる経営体を育成するため、国の農業構造改革に対応した支

援をする。 

①農業次世代人材投資事業費補助金           ３,０００千円 

就農定着と経営の確立を図るため、新規就農者を支援する。 

・対 象 者 認定新規就農者（就農時 49 歳以下） 

・補助率等 定額(150 万円)、最長３年間 

  ②ドローンオペレーター育成費補助金           ３００千円 

農作業の省力化や低コスト化を推進するため、ドローン操作の資格取得を支援

する。 

・補助率等 2/5（限度額 10 万円） 

③秋田アグリフロンティア育成研修事業費補助金     １,８００千円 等 

地域の優れた担い手を確保・育成するため研修期間の生活費相当額を支援する。 

 

［6.1.3 農業振興費］ 

(７)農業生産振興事業（農林水産振興課） ３３,８２３千円 

農作物の生産性及び品質の向上を図るため、機械・施設の導入、病害虫防除の取

組を支援する。 

①稼げる力！農業生産体制強化応援事業費補助金     ２,９２４千円 

若手農業者の就農定着や認定農業者へのステップアップを図るため、生産体制

の強化や経営拡大に向けた機械・施設の導入を支援する。 

・実施主体 新規就農者または申請時の年齢が 60 歳未満の農業者 

・補助率等 3/10（限度額 300 万円） 

②【新規】稼ぐあきたの園芸経営体応援事業費補助金  １８,４５９千円 

戦略作物等の産地化と収益性の高い農業経営の確立を図るため、その実現に必

要な機械・施設の導入を支援する。 

・実施主体 認定農業者、新規就農者等 

・補助率等 県 1/3、市 1/10 

③市病害虫防除協議会補助金              ２,７６１千円 

病害虫による農作物被害の防止軽減を推進するため、市病害虫防除協議会の活

動を支援する。 

・実施主体 市病害虫防除協議会 
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④転作大豆振興対策費助成金                ５５０千円 

市の重点作物である大豆の品質向上を促進させるため、効果的な病害虫防除の

取組を支援する。 

・補助率等 転作(団地化) 200 円以内/10ａ 

 ⑤市水稲直播条件整備事業費補助金           １,５４１千円 

省力・低コスト生産の中核をなす技術である水稲直播栽培の普及拡大を推進し

ていくため、農業者等が行う水稲直播用機械の導入を支援する。 

・補助率等 市 4/10 

 ⑥潟上果樹支援事業費補助金                ６６０千円 

安定的な果樹生産を支援するため、花粉増量剤の購入費用の一部を支援する。 

・補助率等 市 1/3 

 ⑦農地利用効率化等支援交付金             ４,２１４千円 

地域計画の早期実現に向けて、地域の中核となる担い手が経営改善に取り組む

場合に必要な農業機械等の導入を支援する。 

・補助率等 県 1/3 

 ⑧【新規】潟上花き・果樹緊急支援事業費補助金    ２,７１４千円 

令和７年度において降雹及び高温による被害を受けた、花き・果樹生産者を対

象に、次期作に向けた生産資材の購入費用の一部を支援する。 

・補助率等 市 1/3 

 

［6.1.3 農業振興費］ 

(８)水田振興事業（農林水産振興課） １８,５００千円 

食糧自給率の向上を図るため、飼料用米・麦・大豆などの戦略作物の本作化を支

援する。 

①経営所得安定対策推進事業費補助金        １１,４２４千円 

国事業である経営所得安定対策及び水田活用を推進するため、地域農業再生協

議会の活動を支援する。 

②中山間地域等直接支払交付金            １,３３６千円 等 

耕作放棄地の増加による水田の多面的機能の低下を防ぐため、協定に基づき特

定地域で農業生産活動等を行う農業者を支援する。 

・交付単価 急傾斜地 16.8 千円/10ａ 

緩傾斜地  6.4 千円/10ａ 

・交付率等 国 1/2、県 1/4、市 1/4 
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［6.2.1 林業振興費］ 

(９)高能率生産団地路網整備事業（農林水産振興課） ５,０００千円 

林業生産性の向上並びに間伐を主体とした森林の整備を推進するため、作業道の

開設など高密度な路網を整備する。 

・事業内容 県営高能率生産団地路網整備事業負担金 

・実施箇所 浅見沢線 

・実施主体 秋田県 

・負担割合 国 3/6、県 2/6、市 1/6 

 

［6.2.1 林業振興費］ 

(10)林業施設管理事業（農林水産振興課） ５９７千円 

市内林業の振興を図るため、林道や山林の維持管理を行う。 

 

［6.2.1 林業振興費］ 

(11)森林環境譲与税事業（農林水産振興課） ４０,６１７千円 

森林環境譲与税制度に基づき、林業経営の効率化と森林の管理の適正化を促進す

る。 

①【新規】航空レーザ計測及び森林資源解析等事業  ３７,４１１千円 

森林資源情報を把握するとともに効果的な森林管理を促進するため、航空レ

ーザ計測の成果に基づく森林資源解析等を行う。 

②再造林推進事業                  ３,００６千円 等 

 カーボンニュートラルの実現を図るため、再造林の取組を支援する。 

・実施箇所 昭和豊川上虻川字大沢地内ほか２箇所（下刈り） 

昭和豊川槻木字寸白沢地内（植栽） 

 

［6.2.1 林業振興費］ 

(12)鳥獣被害対策事業（農林水産振興課） ９,２８９千円 

鳥獣の農林水産物被害及び人身被害を防止するため、鳥獣被害対策実施隊の活動

の支援等を行う。 

①鳥獣被害対策実施隊の活動等            ６,３６３千円 

・実施主体 天王猟友会及び羽城猟友会 

②はこ罠購入２基                    ７２６千円 

③【新規】わな狩猟免許取得支援事業費助成金       ２００千円 
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有害鳥獣の捕獲に携わる担い手を確保し、農林業被害や人的被害を防ぐため、

新たにわな猟免許の取得に係る費用の一部を支援する。 

④【新規】ツキノワグマ誘引樹木伐採事業費補助金   ２,０００千円 

生活圏での有害鳥獣の出没を防ぎ、人身被害を未然に防止するため、有害鳥

獣を引き寄せる樹木の伐採および処分にかかる費用の一部を支援する。 

 

［6.3.1 水産業振興費］ 

(13)漁港整備事業（農林水産振興課）   １,５４０千円 

天王漁港機能を維持するため、老朽化した設備の更新工事を実施する。 

①照明灯改修工事                   ５９６千円 

②標識灯改修工事                   ９４４千円 

 

［6.3.1 水産業振興費］ 

(14)水産業振興事業（農林水産振興課） １７,８３１千円 

本市の水産業振興を図るため、水産資源の確保や保全活動に向けた取組を支援す

る。 

①わかさぎ卵、うなぎ稚魚放流事業補助金        ８２０千円 

・実施主体 八郎湖増殖漁業協同組合 

・負担団体 潟上市、男鹿市、八郎潟町、井川町、三種町 

・負担割合 組合員数割 

・放流予定 わかさぎ卵 6,000 万粒 

②種苗放流事業補助金                １,３５６千円 

・実施主体 秋田県漁業協同組合 

・負担割合 市 6/10、秋田県漁業協同組合 4/10 

・放流予定 ヒラメ 7,680 尾、トラフグ 14,000 尾 

③【新規】潟上市漁業経営安定資金貸付金      １５,０００千円 等 

漁業経営者の経営安定及び漁業の振興並びに発展に資することを目的に、秋

田県漁業協同組合に対し漁業経営安定資金の原資を貸付ける。 
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１－（２） 商工業の振興 

 

［5.1.1 労働諸費］ 

(１)無料職業紹介所運営事業（商工観光振興課） ２,８５４千円 

企業誘致や移住定住の促進による求職需要の高まりを受けた市内事業所の人材確

保を図るため、潟上市内の求人情報を発信する。 

・開設場所 潟上市役所内 

 

［7.1.1 商工振興費］ 

(２)商工業者経営基盤強化事業（商工観光振興課） １０６,５００千円 

商工業者の経営基盤の強化及び経営の安定を図るため、金融機関・保証協会・市

商工会との連携のもと融資の斡旋等を行う。 

①中小企業振興融資制度預託金          １００,０００千円 

②中小企業振興融資保証料補助金           ６,５００千円 

 

［7.1.1 商工振興費］ 

(３)工場等設置奨励事業（商工観光振興課） １３５,８２７千円 

市外からの企業誘致を積極的に展開するため、潟上市工場等設置奨励条例に基づ

き、誘致企業への支援を行う。 

①雇用奨励金                         ５００千円 

・補助率等 １人あたり 10 万円（潟上市民に限る）  

・限度額等 ３年間で 500 万円まで 

②用地取得助成金                   ２７,７７３千円 

・補助率等 新設 20％、増設 10％ 

・限度額等 3,000 万円 

③設備投資助成金                 １０５,７３０千円 

 [通常分] 

・補助率等 新設 20％、増設 10％ 

・限度額等 3,000 万円 

【拡充】操業開始時 100 名以上の新規雇用の場合 限度額 5,000 万円 

[本社機能移転促進助成分] 

・補助率等 用地、設備へ各 10％上乗せ 

・限度額等 2,000 万円 
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④企業誘致推進事業                 １,８２４千円 

・企業誘致に係る折衝や誘致済み企業へのフォローアップ訪問 

 

［7.1.1 商工振興費］ 

(４)工業団地管理事業（商工観光振興課） ５,６７１千円 

昭和工業団地について、県の委託を受けて管理を行う。 

 

［7.1.1 商工振興費］ 

(５)【新規】工業団地整備事業（商工観光振興課） １５,６７５千円 

昭和工業団地への引き合いが多く、工業用地の不足が今後見込まれるため、用地

造成に係る適地調査を行う。 

 

［7.1.1 商工振興費］ 

(６)商業振興事業（商工観光振興課） １９,０００千円 

商工会が行う市内商工業者の育成や経営指導、相談業務活動を支援する。 

①商工会補助金（運営費）              ９,０００千円 

②商工会補助金（ふるさと納税活用事業）       １０,０００千円 

 

［7.1.1 商工振興費］ 

(７)起業・創業支援事業（商工観光振興課） ４,０００千円 

新たな産業の育成による地域活性化を図るため、市内での創業を支援する。 

・補助率等 通 常 枠    対象経費×1/2（限度額 30 万円） 

      女性・若者枠    対象経費×1/2（限度額 50 万円） 

      移 住 者 枠    対象経費×2/3（限度額 100 万円） 

      チャレンジ枠    対象経費×1/2（月上限２万円×最大６カ月） 

 

［7.1.1 商工振興費］ 

(８)特産品等販売促進事業（商工観光振興課） ７,４０２千円 

①市内産品のＰＲ及び関連産業の振興を図るため、秋田中央地域地場産品活用促

進協議会の事業へ参画する。             ２,４８３千円 

②市の魅力発信及び地域産業の活性化を図るため、特産品開発を行う。 

                          ４,１１４千円 等 
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［7.1.1 商工振興費］ 

(９)【拡充】事業所従業員育成支援事業（商工観光振興課） ８０千円 

事業所の従業員のスキルアップや労働環境・処遇の向上と女性活躍の推進を図る

ため、資格取得の支援に係る経費の一部を助成する。 

・【男性】対象経費×1/3 以内 

・【女性】対象経費×1/2 以内 

・補助上限 １人につき年度内１回（１資格）限り 

 

［7.1.1 商工振興費］ 

(10)中小企業等稼げる力創出事業（商工観光振興課） ２３,０００千円 

事業者の売上向上等により安定的な経営を図るため、事業再編や事業承継など 10

％以上の売上向上が見込まれる事業計画に基づく取組を支援する。 

・【申請初回】    対象事業費×1/2 以内（限度額 500 万円） 

・【申請２回目以降】 対象事業費×1/3 以内（限度額 300 万円） 

 

［7.1.1 商工振興費］ 

(11)事業者ＩＣＴ化支援事業（商工観光振興課） ２００千円 

事業者の所得向上による安定的な経営を推進するため、ＩＣＴ化に向けた取組を

支援する。 

事業者ＥＣサイト活用補助金 

・補助率等 対象経費×1/2 以内（限度額 20 万円） 

・補助上限 １事業者につき１回限り 

 

［7.1.1 商工振興費］ 

(12)廃止石油坑井封鎖事業（商工観光振興課） １８１千円 

天然ガスの放出等が続いている坑井について、周辺環境の悪化を防止するため、

坑井封鎖事業を実施する。 

 

［2.1.6 企画振興費］ 

(13)洋上風力発電関係事業（企画政策課） ９７１千円 

洋上風力発電事業と地域共生策等を検討するため、関係機関及び発電事業者との

協議を進めるほか、情報収集に努める。 
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１－（３） にぎわい創出と移住・定住の推進 

 

［7.1.2 観光費］ 

(１)観光施設維持管理事業（商工観光振興課） １１５,５１８千円 

市観光施設について指定管理者制度に基づき、指定管理者（ＮＮＫ共同体及び昭

和総合開発株式会社）に管理運営を委託する。 

・指定管理施設 

   天王ふれあい交流センター(くららの湯)、 

鞍掛沼公園展望塔(天王スカイタワー)、 

農山漁村活性化施設(てんのうグリーンマーケット・キラ星館)、 

昭和地域農業総合管理施設(アグリプラザ昭和)、観賞温室及び花の広場、 

昭和高齢者ふれあい館、元木山公園グラウンドゴルフ場        計７か所 

 

［7.1.2 観光費］ 

(２)観光施設整備事業（商工観光振興課） ４７,３４７千円 

経年による劣化や不具合が生じている観光施設の適正な維持管理のため、改修工

事を行う。 

・天王ふれあい交流センター（くららの湯） 

  トップライト（屋根）防水改修事業（設計）      ９８４千円 

・農山漁村活性化施設（てんのうグリーンマーケット） 

  空調設備改修工事               ３５,８３８千円 

   照明ＬＥＤ化工事（再掲）            ７,９１９千円 

・昭和地域農業総合管理施設（アグリプラザ昭和・花の大地） 

  屋根・外壁改修事業（設計）           ２,６０６千円 

 

［7.1.2 観光費］ 

(３)観光イベント事業（商工観光振興課） ９,５２８千円 

交流人口の増加及び地場産業の振興を図るため、市内外の観光イベント事業へ参

画し、本市の観光をＰＲする。 

  ①飯田川鷺舞まつり、八郎まつり等イベント支援     ４,２５０千円 

  ②観光協会補助金（協会運営費）            １,１５０千円  

   観光協会自主事業として行うイベント開催等の活動運営費を支援する。 等 
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［7.1.4 地域活性化イベント事業費］ 

(４)地域活性化イベント事業（商工観光振興課） ２５,０７６千円 

交流人口の増加及び地場産業の振興を図るため、天王グリーンランドまつりを開

催する。 

・開催予定日 令和８年８月 23 日（日） 

 

［2.1.6 企画振興費］ 

(５)潟上さ～くる事業（企画政策課） １,２９４千円 

若者のふるさとへの関心を高め、関係人口の増加を図るため、登録者同士が交流

できる場や市の特産品を提供するとともに、市内企業の就職情報等を発信する。 

 

［2.1.6 企画振興費］ 

(６)ふるさと応援大使事業（企画政策課） １４１千円 

市の情報や特産品等を全国に宣伝し、本市の知名度とイメージの向上を図るため、

各分野で活躍している方に潟上市ふるさと応援大使を委嘱する。 

 

［2.1.16 移住・定住支援事業費］ 

(７)移住・定住情報発信事業（商工観光振興課） １,５０７千円 

本市への移住・定住を促進するため、イベント等で支援制度の活用方法等を発信

する。 

 

［2.1.16 移住・定住支援事業費］ 

(８)移住・定住者支援事業（商工観光振興課） １４,７９８千円 

移住者の生活の早期安定を図り定住を促進するため、各種支援を行う 

①東京圏移住者支援補助金               ４,２００千円 

 中小企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏から本市への移住を促

進する。 

・補助対象 条件不利地域以外の東京圏に在住し、東京 23 区に通勤していた

者がいる一般世帯または単身 

・限 度 額 一般世帯 100 万円 単身 60 万円 

②かたがみ暮らし応援助成金              ５,０００千円 

移住者の生活の早期安定を図るため、移住に伴う費用を助成する。 

・補助対象 県外から本市へ移住した世帯 
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・限 度 額 １世帯あたり 10 万円 

③過疎地域移住・定住推進助成金           １,５００千円 

市内過疎地域における担い手の確保、地域活性化を図るため、過疎地域への 

移住を促進する。 

・補助対象 本市の過疎地域に移住した方のうち、次のいずれかに該当する方 

(1)東京圏移住者支援補助金の対象者 

(2)かたがみ暮らし応援助成金の対象者 

(3)本人または配偶者のいずれかあるいはその両方が移住者で、 

潟上市結婚新生活支援事業補助金の対象者 

   （潟上市結婚新生活支援事業は 14 ページへ掲載） 

・限 度 額 １世帯あたり 10 万円 

④奨学金返還助成金                           １,４０７千円 

     若者の市内回帰・定着を図るため、県内就職者に対する奨学金返還助成を

実施する。 

    ・補助対象 (1)大学、短大、高校等を卒業し、秋田県内の事業所に就職等し 

ている者で、奨学金を返還している者（起業、農林水産業、 

アルバイト等も対象（公務員は対象外）） 

(2)秋田県奨学金返還助成金（一般分）の交付を受けている者 

(3)潟上市に５年以上定住する意思をもって住所を有している者 

(4)市税等滞納がない者 

 ・限 度 額 １人あたり６万７千円 

⑤地方就職都内学生支援事業助成金             １６０千円 

 東京圏の大学を卒業して、本市への移住を伴う県内企業に就職する学生を支援

するため、県内を勤務地とする事業所への就業を目的とした企業の採用試験に

要した交通費等を助成する。 

・補助率 1/2 

・限度額 交通費 17,220 円 移転費 108,000 円。 

⑥過疎地域移住者等住宅基礎杭打ち工事支援補助金   ２,５００千円 

 潟上市の過疎地域に移住した方等を対象に、住宅を新築する際の基礎杭打ち工

事費用を補助する。 

・対象者 

令和 8 年 4 月 1 日以降に市外から潟上市の昭和・飯田川地区に転入した方 

令和 8 年 4 月 1 日現在で 39 歳以下の方 
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・補助率 1/2 

・限度額 50 万円 

・対象経費 基礎杭打ち工事費用（地盤調査費用含む） 等 

 

［2.1.16 移住・定住支援事業費］ 

(９)お試し移住体験事業（商工観光振興課） ３,６３９千円 

移住に関する不安の軽減・解消や、早期移住の促進を図るため、潟上市での暮ら

しを体験する機会を創出する。 

・お試し移住体験補助金                 ６００千円 

・【新規】お試し移住体験住宅事業          ３,０３９千円 

 

［2.1.16 移住・定住支援事業費］ 

(10)地域おこし協力隊関係事業（商工観光振興課） ５,５２６千円 

観光振興に向けた企画・運営・発信活動及び県外からの移住・定住の促進のため、

地域おこし協力隊を任用する。 

 

［2.1.18 基金費,7.1.3 ふるさと納税事業費］ 

(11)ふるさと納税事業（商工観光振興課、財政課） ７４８,４０９千円 

ふるさと納税（ふるさと応援寄附金）を原資とした基金による市の振興のため、

返礼品の充実や潟上市の知名度向上、寄附者及び寄附金額の増加を図る。 

・返礼品の提供 

・広告の実施 

・ふるさと応援基金の積立 
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基本目標２ 未来を支え 誰もが健やかに暮らせるまち 

 

 

２－（１） 切れ目のない子育て支援の充実 

 

［2.1.6 企画振興費］ 

(１)出逢い・結婚支援事業（企画政策課） ４００千円 

結婚を望む方を応援するため、婚活セミナーの開催や「あきた結婚支援センター」

入会登録料の助成（無料化）を行う。 

 

［2.1.6 企画振興費］ 

(２)潟上市結婚新生活支援事業（企画政策課） ５,４００千円 

夫婦ともに 39 歳以下の世帯の経済的負担を軽減するため、婚姻に伴う住居費等の

一部を助成する。 

・補助対象 婚姻に伴う住宅取得費用、リフォーム費用、住宅賃借費用、 

引越費用 

・限 度 額 １世帯あたり 30 万円 

      ただし、夫婦ともに 29 歳以下の場合は１世帯あたり 60 万円 

 

［4.1.3 母子保健費］ 

(３)妊産婦健診等事業（子育て応援課） ２２,１７１千円 

母子の健康の保持・増進のため、妊産婦健診等を受診した際の費用助成を行う。 

①妊産婦健康診査等                ２１,５６４千円 

・妊婦健康診査 

・多胎妊娠の妊婦健康診査 

・子宮頸がん検診 

・産婦健康診査(１か月） 

・母乳育児相談 

・新生児聴覚検査 

・超音波検査 

②妊婦歯科健診                     ４０８千円 等 
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［4.1.3 母子保健費］ 

(４)妊産婦支援事業（子育て応援課） ５,１１４千円 

安心して妊娠、出産ができるようにするため、育児サービス等の子育て支援体制

を整備する。 

①産前産後サポート事業               ３２９千円 

・妊産婦教室 妊産婦を対象とした座談会とミニ講座 

・多胎妊産婦支援事業 多胎妊産婦・家庭を対象とした外出補助や家事支援 

②産後ケア事業                  ３,８７７千円 

出産後の母子に対し心身のケアやサポートを行う。 

・対 象 者 出産後１年以内で産後ケアを必要とする母子 

・自己負担 １割 

・利用上限 〈宿泊型〉７日、〈デイサービス型〉３日 

・里帰り出産により委託契約施設を利用できない産婦の費用を助成する。 

③産前産後家事ヘルパー派遣事業            ７８７千円 

妊産婦および乳児のいる家庭を対象に、体調が変化しやすい産前産後の育児負

担の解消を図り、子どもを産み育てやすい環境づくりを推進するため、家事支

援事業者等を自宅に派遣し、家事支援を行う。 

・対 象 者 妊娠届出時から出産後６か月までの妊産婦および１歳未満の乳児

のいる家庭 

・自己負担 １割 

・利用上限 対象者１人につき１４回まで（１回２時間以内） 

④低所得妊婦の初回産科受診料支援事業         ５０千円 等 

低所得の妊婦の経済的負担軽減を図るとともに、妊婦の状況を継続的に把握し、

必要な支援につなげるため、初回の産科受診料の費用を助成する。 

・対 象 者 住民税非課税世帯または生活保護世帯である妊婦 

・助 成 額 １回の初回産科受診につき１万円を上限 

   

［4.1.3 母子保健費］ 

(５)乳幼児健診事業（子育て応援課） １０,５４９千円 

乳幼児の健やかな発育・発達を促すため、乳幼児健診を実施する。 

①乳幼児健康診査                   １０,３６２千円 

・１か月児健康診査 

・４か月児健康診査 
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・７か月児健康診査（集団方式） 

・10 か月児健康診査 

・１歳半児（歯科）健診（集団方式） 

・２歳半児歯科健診 

・３歳児（歯科）健診（集団方式） 

・１歳半児・３歳児精密健康診査 

②【新規】５歳児健康診査準備事業            １８７千円  

 

［4.1.3 母子保健費］ 

(６)乳幼児支援事業（子育て応援課） ４,６５８千円 

乳幼児の発達支援や保護者の育児不安を解消するため、教室や相談等を実施する。 

①５歳児相談事業                    ５００千円 

②発達相談会事業                      ７４千円 

③未熟児養育医療給付事業               ２,６０２千円 

④フッ化物塗布費助成事業（幼児）            １,３０２千円 

⑤小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付費        １８０千円 

 

［4.1.3 母子保健費］ 

(７)食育・栄養事業（子育て応援課） １２５千円 

市民一人ひとりが食について自ら考え生涯にわたり健全な食生活を実践するた

め、食育推進計画に基づき、食育・栄養事業を推進する。 

・親子の食育教室、離乳食教室 

 

［4.1.2 予防費］ 

(８)予防接種事業（健康長寿課） ６９,０６６千円 

感染症の発生及びまん延を防止するため、予防接種の実施と予防への意識向上を

図る。 

①定期予防接種事業（五種混合・水痘等・【新規】ＲＳウイルスワクチン） 

６０,７５５千円 

②任意予防接種事業（ＭＲ・風しん）             ４２０千円 

③その他予防接種事業（おたふく、季節性インフルエンザ）  ７,８９１千円 
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［3.2.1 児童福祉総務費］ 

(９)託児サービス事業（子育て応援課） ４１５千円 

子育て期の市民が、市が主催する行事等において積極的に活動や学習ができる環

境を整備するため、託児サービスを実施する。 

 

［3.2.2 母子父子福祉費］ 

(10)母子父子福祉事業（子育て応援課） １０,１６９千円 

ひとり親で児童がいる家庭の安定と生活の自立を図るため、助産施設措置等様々

な事業を実施する。 

①助産施設措置費負担金                ５００千円 

・負担割合 国 1/2、県 1/4、市 1/4 

②母子生活支援施設措置費負担金           ５,２００千円 

・負担割合 国 1/2、県 1/4、市 1/4 

③母子家庭等自立支援給付金               ９００千円 等 

・負担割合 国 3/4、市 1/4 

 

［3.2.5 こども家庭センター費］ 

(11)利用者支援事業（子育て応援課） １２,２１４千円 

こども家庭センターにおいて、全ての妊産婦、子育て世帯、こどもに対し、一体

的に切れ目のない支援を行う。 

  ①相談支援事業                   １１,２１７千円 

②養育支援訪問事業                         ８２千円 

③子育て短期支援利用事業（ショートステイ）           １６６千円 

④子育て世帯訪問支援事業                   ２０４千円 

⑤【拡充】親子関係支援事業                    ４１２千円  

支援を要する家庭（要保護児童および要支援児童等）を対象に子どもの発達や

状況に応じた支援をするため、ペアレント・トレーニングを行う。 

    ⑥【新規】ヤングケアラー実態調査事業          １３３千円 

   ヤングケアラーの実態を把握し、必要な支援につなげるために、市立小中学校

に通う児童生徒を対象とした調査を実施する。 
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［3.2.5 こども家庭センター費］ 

(12)妊婦等包括相談支援及び給付事業（子育て応援課） ２７,０５９千円 

全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができるようにするため、妊娠

期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ必要な支援につながる妊婦等

包括相談支援事業と支援給付を効果的に組み合わせて妊婦等の身体的、精神的ケ

ア及び経済的支援を一体的に行う。 

①妊婦等包括相談支援事業                 ２,４２４千円 

妊婦やその配偶者に対して面談等により情報提供や相談を行う。 

・【拡充】アプリオンライン予約サービスの導入 

②妊婦のための支援給付交付金          １７,０００千円 等 

妊婦等包括相談支援事業の実効性をより高めるために、経済的支援を一体的に

行う。 

・支給額等 妊娠届出時等の面談で給付認定を受けた妊婦  １人あたり５万円 

出生届出時や乳児家庭訪問等の面談後に子ども 1 人あたり５万円 

 

［4.1.3 母子保健費］ 

(13)乳児家庭全戸訪問事業（子育て応援課） ９３３千円 

乳児の発達支援や育児不安を解消するため、家庭訪問を実施する。 

 

［10.1.4 教育指導費］ 

(14)幼児教育推進体制を活用した地域の幼児教育の質向上強化事業（教育総務課） 

２,６６７千円 

小学校教育への円滑な接続など幼児教育体制の充実を図るため、幼保小架け橋コ

ーディネーターによる認定こども園、保育所等への指導・助言等を実施する。 
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［3.1.3 福祉医療給付費］ 

(15)福祉医療給付事業（社会福祉課） １５７,４５７千円 

児童等の心身の健康の保持と生活の安定を図るため、高校生相当年齢までのこど

もの医療費自己負担分を助成する。 

①福祉医療費             １５３,４９２千円 

②事務費                 ３,９６５千円 

 

［3.2.1 児童福祉総務費］ 

(16)かたがみ未来子育て応援事業（子育て応援課） ２７,３７０千円 

子育て世帯のライフステージ（出生及び小・中学校入学時）に応じた支援と、在

宅の子育て家庭を応援し保育環境の充実を図るため、「かたがみ未来子育て応援

金」を給付する。 

・支給額等  

①出生児    １万円 

②新小学１年生 ２万円 

③新中学１年生 ３万円 

④在宅子育て家庭  

・育児休業給付金受給者（世帯）       月額 ５千円 

・育児休業給付金を受給していない者（世帯） 月額 １万円 

（対象児童） 本市に住所を有し、生後９週を超え満２歳に達する日以後の

最初の３月 31 日を迎えるまでの間の児童 

 

［3.2.2 母子父子福祉費］ 

(17)児童扶養手当給付事業（子育て応援課） １２１,５２５千円 

父または母と生計を同じくしていない児童の福祉の増進を図ることを目的とし、

その児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童

について児童扶養手当を支給する。 
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［3.2.8 児童手当費］ 

(18)児童手当給付事業（子育て応援課）            ５２３,５８０千円 

家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やか

な成長に資することを目的に、児童手当を支給する。 

・支 給 額 児童手当 ３歳未満（第１､２子）   月額 １万５千円 

            ３歳未満（第３子以降）   月額   ３万円 

            ３歳以上（第１､２子）   月額   １万円 

            ３歳以上（第３子以降）   月額    ３万円 

 

［4.1.3 母子保健費］ 

(19)不妊・不育治療費助成事業（子育て応援課） ４,７８０千円 

不妊や不育症に悩む方の経済的・精神的負担の軽減を図るため、治療に要する費

用の助成を行う。  

・対 象 夫婦（事実婚を含む）のいずれか一方または双方が本市に住所を 

１年以上有すること 等 

・助成内容 一般不妊治療 治療に要した費用 

特定不妊治療 秋田県特定不妊治療費助成事業の限度額を超えた  

額 

先進医療等不妊治療 秋田県先進医療等不妊治療費助成事業の限  

度額を超えた額  

不育治療 秋田県不育症検査費用助成事業の限度額を超えた額  

・上 限 額 不妊治療費 上限なし 

不育治療費 30 万円 

 

［3.2.1 児童福祉総務費］ 

(20)子育てのための施設等利用給付事業（子育て応援課） ２,３６０千円 

保護者の経済的負担を軽減するため、子ども・子育て支援法に定める施設等利用

給付認定を受けた児童の各施設利用料を補助する。 

・対象児童 

①２号認定児童 ３歳児以上で保育の必要性があると認められる世帯 

②１号認定児童 ①に該当しない世帯で未移行幼稚園を利用する世帯 

③３号認定児童 保育の必要性があると認められ、かつ非課税の世帯 
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・給付対象となる経費 

①１号認定児童   未移行幼稚園使用料 

②２・３号認定児童 認可外保育施設利用料、預かり保育料、 

一時保育・病児保育利用料 等 

 

［3.2.1 児童福祉総務費］ 

(21)すこやか子育て支援事業（子育て応援課） ３１,１９８千円 

未就学児童を養育する世帯の経済的負担を軽減するため、保育料等を助成する。 

①保育料助成事業                ２２,６３６千円 

・事業対象 国の幼児教育・保育の無償化の対象とならない保育料 

・補 助 率 ａ）世帯年収に応じ 1/2 または 1/4 

（一定基準未満の所得の世帯は免除） 

ｂ）第 2 子以降 10/10（一定基準内所得の世帯）  

ｃ）第 3 子以降が生まれた世帯の第 2 子以降 1/2（所得制限あり）  

ｄ）ひとり親世帯 1/2（一定基準内所得の世帯）  

・負担割合 県 1/2、市 1/2 

②副食費助成事業                           ４,９１０千円 

・事業対象 幼稚園、保育所等を利用する３歳児以上の副食費  

・補 助 率 ａ）世帯年収に応じ 1/2 または 1/4 

（一定基準未満の所得の世帯は免除） 

ｂ）第 2 子以降 10/10 

            ｃ）ひとり親世帯 1/2 

・負担割合 県 1/2、市 1/2 

③給食費助成事業                 ３,６５２千円 

・事業対象 本市に住所を有し、幼稚園、保育所等を利用する３歳児以上の給

食費 

・負担割合 市 10/10 
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２－（２） 子育て環境の整備 

 

［3.2.4 保育園費］ 

(１)保育所・認定こども園運営事業（子育て応援課） １,０３４,３０５千円 

就学前の乳幼児に教育及び保育を行うため、市内５か所の教育・保育施設を運営

する。 

①【新規】昭和こども園駐車場整備工事        ９,５７０千円 

②【新規】追分保育園設備改修工事         １８,０７６千円 

③【新規】追分保育園民営化支援事業        １９,３６５千円 

 

［3.2.4 保育園費］ 

(２)子どものための教育・保育給付事業（子育て応援課） ５３６,３４７千円 

潟上市立施設以外の施設の利用に対する経費を支援する。 

①特定教育・保育施設運営負担金（2･3 号認定分）    １５９,７３１千円 

②特定教育・保育施設運営負担金（1 号認定分）     ４４,１８６千円 

③私立保育所運営委託料                           １０９,４９１千円 

④特定地域型保育施設運営費負担金           ２２２,９３９千円 

 

［3.2.4 保育園費］ 

(３)【新規】乳児等支援給付事業（子育て応援課） ２,８７１千円 

国の新制度（誰でも通園制度）における乳幼児の施設の利用に対する経費を支援

する。 

 

［3.2.6 放課後児童健全育成費］ 

(４)放課後児童クラブ運営事業（子育て応援課） １５３,４０１千円 

放課後児童健全育成の推進のため、潟上市子ども・子育て支援事業計画に基づき、

放課後児童クラブの適正な運営を図る。 
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［3.2.6 放課後児童健全育成費］ 

(５)放課後児童健全育成事業費補助金交付事業（子育て応援課） ６６,４４３千円 

「新・放課後子ども総合プラン」による全国的な放課後児童クラブの待機児童解

消を図る計画に基づき、市内児童の受入数増加を図るため、民間事業者に運営費

の補助を行う。 

・補助金交付事業者 満点キッズクラブ、みらいキッズ追分学童クラブ、みらい 

キッズ上北野学童クラブ 

 

［3.2.7 地域子育て支援センター費］ 

(６)ファミリーサポートセンター事業（子育て応援課） ３,８３９千円 

安心して子どもを生み育てる環境づくりを推進し、地域全体で子育て家庭を支援

するため、ファミリーサポートセンター事業を実施する。 

・子育てサポーター養成講座、フォローアップ研修会等 

 

［3.2.3 児童館費］ 

(７)児童館活動運営事業（文化スポーツ課） ２５,４５６千円 

 子どもたちが安全・安心に過ごせるよう児童厚生員を配置し、児童館の管理・運 

営を行う。 

 

［3.2.7 地域子育て支援センター費］ 

(８)地域子育て支援センター運営事業（子育て応援課） ２２,１２３千円 

地域の子育て支援拠点として、子育て支援センターの運営を行う。 

・子育て支援センターの運営（昭和こども園２階） 

・出張ひろばの展開（天王こども園、出戸こども園、若竹幼児教育センター、市

民センター追分館） 

・土曜日開放 

 

［10.5.1 社会教育総務費］ 

(９)子ども会活動支援事業（文化スポーツ課） ６３０千円 

地域の子ども会の指導者養成や体験活動を充実させるため、子ども会活動を支援

する。 
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２－（３） 健康づくりの推進 

 

［4.1.4 成人保健費］ 

(１)各種検診事業（健康長寿課） ３０,９０７千円 

がんの早期発見・早期治療によるがん死亡率の低下や健康寿命の延伸を図るため、

がん検診や健康診査等の受診勧奨及び受診体制の整備を行う。 

①-1 胃がん（バリウム）検診 

 ・対象者 40 歳以上 

 ・無料対象者 50 歳代奇数年齢（51 歳、53 歳、55 歳、57 歳、59 歳） 

①-2 胃カメラ検診 

 ・対象者 50 歳以上奇数年齢 

 ・半額対象者 50 歳代奇数年齢（51 歳、53 歳、55 歳、57 歳、59 歳） 

②肺がん検診（結核検診含） 

 ・対象者 40 歳以上 

 ・【拡充】無料対象者 61 歳以上 

③大腸がん検診 

 ・対象者 40 歳以上 

 ・【新規】無料対象者 50 歳代奇数年齢（51 歳、53 歳、55 歳、57 歳、59 歳） 

④前立腺がん検診 

・対象者 50 歳以上の男性 

⑤乳がん検診 

・対象者 40 歳以上偶数年齢の女性 

・【拡充】無料対象者 40 歳、42 歳、44 歳、46 歳、48 歳 

⑥子宮頸がん検診 

・対象者 20 歳から 39 歳の女性、40 歳以上偶数年齢の女性 

・無料対象者 20 歳、23 歳、25 歳、27 歳、29 歳、31 歳から 35 歳まで 

 

［4.1.4 成人保健費］ 

（２）【拡充】がん検診精密検査助成事業（健康長寿課） ７,５００千円 

   がん死亡率の低下や健康寿命の延伸を図るため、がん検診精密検査費用の一部

を助成する。 

   ・対象者 がん検診で要精密検査となった市民（市以外のがん検診を含む） 

   ・助成額 上限 5,000 円 
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［4.1.4 成人保健費］ 

(３)国保特定健診等事業（健康長寿課） ４０,７１３千円 

糖尿病や高血圧症などの生活習慣病の早期発見と予備群の減少及び重症化予防の

ため、40 歳以上の潟上市国民健康保険加入者へ特定健診・特定保健指導等を実施

する。 

①特定健診                    ２１,８５６千円 

②生活習慣病重症化予防事業             ８,５９６千円 

生活習慣病（糖尿病、高血圧症、脂質異常症、慢性腎臓病）を早期に医療につ

なげるため、未治療者・治療中断者に対して受診勧奨を行う。 

③服薬情報通知事業             ２,０８５千円 等 

医療費の適正化と健康被害の防止を図るため、重複服薬者、多剤服薬者に対し、

服薬情報通知を発送する。 

 

［4.1.4 成人保健費］ 

(４)後期高齢者健診等事業（健康長寿課） １７,６８１千円 

糖尿病・高血圧症・脂質異常症などの生活習慣病の早期発見や、重症化予防及び

口腔機能低下や肺炎等の疾病予防のため、後期高齢者医療制度加入者へ健康診査

を実施する。 

①健康診査                    １３,７８６千円 

②歯科健診                       ４１３千円 等 

 

［4.1.4 成人保健費］ 

(５)医療用補正具助成事業（健康長寿課） ５５０千円 

がん治療による精神的、経済的負担を軽減するため、医療用補正具の購入に要す

る費用の一部を助成する。 

・限度額等 県 1/2、ウィッグ３万円、乳房補正具２万円 

 

［4.1.2 予防費］ 

(６)高齢者予防接種事業（健康長寿課） １３,６７７千円 

感染症の発生と重症化予防のため、予防接種費用の助成及び感染症予防意識の向

上に取り組む。 

①季節性インフルエンザ予防接種事業        ８,３３５千円 

 ・対 象 65 歳以上の方等 
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・助成額等 1,000 円（１人１回まで・80 歳以上の方 2,000 円） 

②肺炎球菌予防接種事業                ４２１千円 

 ・対 象 65 歳以上の方等 

・助成額等 3,000 円（生涯１回限り） 

③帯状疱疹予防接種事業              ２,４０２千円 

 ・対 象 50 歳以上の方 

・助成額等    生ワクチン  5,000 円（生涯１回限り） 

    【拡充】不活化ワクチン 10,000 円/回（生涯２回まで計 20,000 円） 

④新型コロナ予防接種事業             ２,５１９千円 

・対 象 65 歳以上の方等 

・助成額等 3,000 円（１人１回まで） 

 

［4.1.1 保健衛生総務費］ 

(７)地域自殺対策強化事業（健康長寿課） ８５９千円 

誰も自殺に追い込まれることのない社会を実現するため、自殺予防のための広報

活動や相談事業等を行う。 

①ＳＯＳの出し方教育事業               １２０千円 

 ・対 象 市内小・中学校の児童・生徒 

・内 容 困難やストレスに直面した際に、周囲へ助けを求める事の必要性や

その方法、命の大切さを学ぶ講座を実施する。 

②弁護士による困りごと相談事業            ３６０千円 

 ・内 容 弁護士による対面式困りごと相談を実施する（月１回）。 

③自殺予防週間等における啓発活動           ３７９千円 等 

・内 容 心の健康づくりや自殺予防に関する知識の普及啓発を目的とした 

街頭キャンペーンなどを実施する。 

 

［4.1.4 成人保健費］ 

(８)健康増進事業（健康長寿課） １,６１８千円 

市民の健康保持・増進及び生活習慣病の予防、早期発見・早期治療につなげ、健

康寿命の延伸及び生活の質の向上を図るため、健康教育や健康相談、健康診査等

を実施する。 
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［4.1.6 防災・健康拠点施設費］ 

(９)防災・健康拠点施設運営事業（健康長寿課） ４５,７４７千円 

市民の防災意識向上と健康寿命延伸を図るため、防災・健康拠点施設を運営する。 

 

［4.1.1 保健衛生総務費］ 

(10)救急医療等支援事業（健康長寿課） ２４,２８９千円 

地域の医療機能の確保と維持を図るため、救急医療等の不採算分野を担う公的病

院に対して、運営に要する経費を補助する。 

・補 助 先 秋田厚生医療センター 
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２－（４）社会福祉の充実 

 

［3.1.1 社会福祉総務費］ 

(１)地域福祉推進事業（社会福祉課） ６８,２８１千円 

住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、関係団体と連携を図り、地

域社会を支える体制を強化するため、福祉団体の活動を支援する。 

①市社会福祉協議会運営費補助金          ５７,７９１千円 

②市民生児童委員協議会補助金            ８,７００千円 等 

 

［3.1.1 社会福祉総務費］ 

（２）避難行動要支援者支援事業（社会福祉課）                 ３１７千円 

   避難行動要支援者（災害時の避難などに支援を要する高齢者や障がい者など）

の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、避難行動要支援者に関する情報の把

握、防災情報の伝達手段・伝達体制の整備及び避難誘導等の支援体制を確立す

る。 

 

［3.1.5 老人福祉費］ 

(３)高齢者の生きがい対策推進事業（健康長寿課） １２,４２７千円 

高齢者が生きがいを持って健康的に暮らすため、個々の経験を発揮して地域社会

に参加する取組を促進する。 

①老人クラブ補助金                 ６,２９１千円 

②シルバー人材センター補助金            ６,０３６千円 等 

 

［3.1.5 老人福祉費］ 

(４)敬老祝い事業（健康長寿課） １,１２０千円 

高齢者を敬愛し百歳の長寿を祝うとともに、その福祉の増進を図るため、祝い金

を支給する。 

 

［3.1.5 老人福祉費］ 

(５)在宅福祉事業（健康長寿課） ２２,３７９千円 

要援護高齢者やひとり暮らし高齢者が要介護状態になることを防ぐため、介護予

防サービスや生活支援サービスを提供する。 

①軽度生活援助事業                  ２,７２６千円 
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在宅のひとり暮らし高齢者等が自立した生活を継続するため、日常生活におけ

る軽度の支援(玄関から公道までの通路の雪よせ等)を行う。 

・委 託 先 市シルバー人材センター 

②緊急通報体制等整備事業               ２,８７１千円 

ひとり暮らし高齢者等が地域で安心して生活するため、緊急時に民間警備会社

へ連絡できる体制を整える。 

③寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業           ６１８千円 

寝具の衛生管理が困難な高齢者の健康支援のため、洗濯乾燥等に係る費用を助

成する。 

・委 託 先 市社会福祉協議会 

④はり・きゅう・マッサージ療養助成事業         ８８１千円 

市民の健康保持及び福祉の増進に寄与するため、はり・きゅう・マッサージ療

養費を助成する。 

・対象者等 満 75 歳以上 1 回 1 千円助成 年度内 12 回限度 

⑤生活支援ハウス運営事業              １５,２８３千円 

在宅生活に不安がある高齢者が安心して生活できるよう、住居を提供し日常生

活を総合的に支援する。 

 

［3.1.2 障害者福祉費］ 

(６)障害者自立支援給付事業（社会福祉課） ８４０,５８８千円 

障がい者等が地域で自立した生活を送るため、日常生活に必要な介護等の支援を

実施する。 

・負担割合 国 1/2、県 1/4、市 1/4 

 

［3.1.2 障害者福祉費］ 

(７)障害児通所給付事業（社会福祉課） ８９,５１２千円 

日常生活に必要な基本動作の習得、集団への適応に向けて、未就学児及び就学し

ている障がい児の訓練及び支援を実施する。 

 ・負担割合 国 1/2、県 1/4、市 1/4 
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［3.1.2 障害者福祉費］ 

(８)地域生活支援事業（社会福祉課） ３２,８２７千円 

住み慣れた地域で障がい者等が安心して暮らすため、国に基づいた各種事業を実

施する。 

①日常生活用具給付                １３,２３０千円 

②重度身体障害者訪問入浴サービス          ３,７９８千円 

③【新規】基幹相談支援センター事業         ９,９５７千円 等 

  障害福祉分野の地域の相談支援の中核的な役割を担う機関として、専門性を持っ

た相談員が相談を受けたり、他の機関と連携して必要な支援を調整し、相談支援

機能の強化を図る。 

・負担割合 国 1/2、県 1/4、市 1/4 

 

［3.1.2 障害者福祉費］ 

(９)特別障害者・障害児福祉手当（社会福祉課） ２２,６８４千円 

精神または身体の重度の障害により日常生活において常時特別な介護を必要とす

る状態にある障がい者の負担軽減を図るため手当を支給する。 

・負担割合 国 3/4、市 1/4 

 

［3.1.2 障害者福祉費］ 

(10)障害者医療給付費（社会福祉課） ３０,７４０千円 

更生医療・育成医療は、身体に障がいのある児・者に対し、その障害を軽減する

ための効果が期待できる治療を行う。 

療養介護は、入院している障がい者に対し、機能訓練や医学的管理の下における

介護や日常生活上のケアを提供するため、必要な医療や支援を行う。 

・負担割合 国 1/2、県 1/4、市 1/4 

 

［3.1.2 障害者福祉費］ 

(11)その他障害者福祉の充実事業（社会福祉課） ６,２３４千円 

障がい者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう支援するため各種

障害サービスを提供する。 

①重度障害者タクシー券給付事業             ３００千円 

外出支援の一環として、重度の障がい児・者に対し、タクシ－券として初乗り

料金分を１年間 10 枚助成する。 
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・対象者 身体障害者手帳 １級・２級 療育手帳Ａ 

 精神障害者保健福祉手帳１級等 

②相談支援事業（４か所）               ２,０５０千円  

 障がい児・者本人やその家族からの相談に応じ、必要な情報の提供や助言など 

を行う。 

③重度身体障害者（人工透析患者）通院費補助金     ２,４００千円 

 人工透析（血液透析）を受けている方に通院加療に伴う負担の軽減を図るため、 

 交通費の一部を補助する。 

   ・対象者等 じん臓機能障害１級 自分や家族などの送迎で人工透析（血液 

透析）の通院加療を月８回以上 

 

［3.1.3 福祉医療給付費］ 

(12)福祉医療給付事業（社会福祉課） １４８,９３３千円 

高齢身体障害者及び重度心身障害(児)者の心身の健康の保持と生活の安定を図る

ため、医療費自己負担分を助成する 

①福祉医療費                  １４７,０１３千円 

・負担割合 県 1/2、市 1/2 

②事務費                      １,９２０千円 
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２－（５）社会保障制度の適切な運営 

 

［国民健康保険事業特別会計］ 

(１)国民健康保険事業（市民課） ３,４３４,２４８千円 

被保険者の医療費を負担するほか、疾病予防・早期発見のための保健事業を実施

する。 

①保険給付費                     ２,６２５,１４３千円 

②保健事業費                          ５１,３５７千円 等 

 

［後期高齢者医療特別会計］ 

(２)後期高齢者医療事業（市民課） ５２８,４１４千円 

後期高齢者医療制度に基づき、満 75 歳以上の高齢者の医療費を負担する。 

①後期高齢者医療広域連合負担金             ５０４,６０２千円 等 

 

［3.1.7 後期高齢者医療費］ 

(３)高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業（市民課） ８９３千円 

健康寿命の延伸を図るため、高齢者の保健事業と介護予防事業を一体的に行うこ

とで、高齢者の心身の多様な課題に対応するようきめ細やかな支援を実施する。 

 

［介護保険事業特別会計］ 

(４)介護保険事業（健康長寿課） ４,０１９,３６９千円 

介護保険法に基づき、介護サービスや介護予防サービスにかかる費用を負担する。 

①保険給付費                           ３,７４８,９４７千円 

②地域支援事業費                          １８１,３８６千円 等 

 

［介護保険事業特別会計］ 

(５)【新規】老人福祉計画・介護保険事業計画策定事業（健康長寿課） 

７,１５０千円 

  老人福祉法及び介護保険法に基づく高齢者福祉を推進するため、令和９年度を 

始期とする「潟上市老人福祉計画・介護保険事業計画（第 10 期）」を策定する。 

  計画期間 令和９年度から令和 11 年度までの３年間 

①介護保険事業計画策定委託料          ３,８５０千円 

②介護予防・日常生活圏域ニーズ調査業務委託料  ３,３００千円 
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［3.4.1 国民年金事務費］ 

(６)国民年金制度啓発・相談事業（市民課） ４,４５３千円 

国民年金制度の加入促進を図るため、広報誌や窓口業務における啓発活動、日本

年金機構・年金事務所と連携した相談業務を実施する。 

・国民年金システム改修            ４,３５２千円 等 

 

［3.3.2 扶助費］ 

(７)生活保護費給付事業（社会福祉課） ６８２,９７０千円 

国が定める基準に基づき、生活に困窮する程度に応じて必要な経費を扶助する。 

・負担割合 国 3/4、市 1/4 

 

［3.3.1 生活保護総務費］ 

(８)生活保護適正実施推進事業（社会福祉課） ７,７６８千円 

生活保護事業を適正に運営するため、被保護者の就労支援、健康管理支援及び医

療扶助の適正化を推進する。 

①被保護者就労支援事業             ３,４１７千円 

被保護者の就労を支援するため、被保護者からの相談に応じ、情報提供及び助

言を実施する。 

・負担割合 国 3/4、市 1/4 

②被保護者健康管理支援事業          １,０９０千円 

被保護者の生活習慣病の発症、重症化の予防のため、被保護者のレセプト及び

健診データを分析し、指導を実施する。 

・負担割合 国 3/4、市 1/4 

③医療扶助適正化事業                ３４５千円 

医療扶助を適正に運営するため、被保護者のレセプトの審査、点検を実施する。 

・負担割合 国 3/4、市 1/4 
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(９)生活困窮者自立支援事業（社会福祉課） ２０,５７９千円 

生活保護に至る前の段階の方々の自立支援策の強化を図るため、相談者が抱えて

いる問題の解決に向けた支援をする。  

①生活困窮者自立支援事業          １５,５５１千円 

自立支援相談員を配置し、自立した生活を営めるようにするため相談者の抱え

ている問題の解決に向けた支援を図る。 

・負担割合 国 3/4、市 1/4 

②住居確保給付金                   ３３６千円 

離職等により収入が減少し住居を喪失する恐れのある方の住まいを確保するた

め、給付金を支給する。 

・負担割合 国 3/4、市 1/4 

③子どもの学習、生活支援事業            ４,１２２千円 

貧困の連鎖を断ち切るため、生活困窮世帯の中学生に対し必要な居場所づくり

と必要な学習の場を提供する。 

・負担割合 国 1/2、市 1/2 

④家計改善支援事業                  １４４千円  

生活困窮からの脱却と予防を図るため、ファイナンシャルプランナーが個々の

状況に応じてファイナンシャルプラン（資金計画）を作成する。 

・負担割合 国 2/3、市 1/3 

⑤就労準備支援事業                   ３９９千円  

 就労に向けた準備が整っていない方が就労活動の開始から段階を踏んで一般就

労に繋げるため、必要と思われる各種プログラムを実施する。  

・負担割合 国 2/3、市 1/3 
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基本目標３ 安全安心・快適な 災害に強いまち 

 

 

３－（１） 防災力・消防力の充実強化 

 

［9.1.2 災害対策費］ 

(１)災害対策事業（総務課） ２,３６７千円 

災害に強いまちづくりの取組を推進するため、緊急時に備えた施設・備品管理等

を行う。 

①防災センター管理運営                           ８９７千円 

 ②災害時備蓄品                   １,４７０千円 

 

［9.1.2 災害対策費］ 

(２)防災行政無線事業（総務課） １２,３６８千円 

緊急時の確実な市民への情報伝達を行うため、市内全域に整備している防災行政

無線の管理運営を行う。 

 

［9.1.2 災害対策費］ 

(３)【新規】避難所環境設備等整備費補助事業（総務課） ５８,５００千円 

災害協定で避難所として活用可能なブラウブリッツ秋田クラブハウスの避難所環

境の向上を図るため、企業版ふるさと納税を活用して整備費用を助成する。 

 

［9.1.2 災害対策費］ 

(４)秋田県次期総合防災情報システム整備事業（総務課） ８,７３８千円 

秋田県総合防災情報システムを更新するため、整備費用の一部を負担する。 

 

［9.1.1 消防費］ 

(５)消火栓更新事業（総務課） １９,１１１千円 

火災に備えた消防体制を確保するため、消火栓の更新を行う。 

（一般会計で工事負担金を支出し、水道事業で更新工事を実施する） 

・天王（追分）地区 ６箇所 

・昭和地区     ２箇所 

・飯田川地区    １箇所 
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［9.1.1 消防費］ 

(６)消防団装備更新事業（総務課） １５,０５０千円 

消防団の災害対応能力の向上を図るため、消防団装備の更新を行う。 

・小型動力ポンプ積載車２台更新（石油貯蔵施設立地対策等交付金対象事業） 

・レインウェア購入 100 着（石油貯蔵施設立地対策等交付金対象事業） 

 

［9.1.1 消防費］ 

(７)男鹿潟上南秋消防組合負担金（総務課） ９３６,７９２千円 

 火災や災害に備えた消防・救急体制を整備するため、常備消防の経費を負担する。 

 

［8.3.1 河川砂防総務費］ 

(８)急傾斜地崩壊対策事業（都市建設課） ３,０００千円 

災害を未然に防ぐため、土砂災害等の危険がある法面の崩壊対策工事等を実施 

する。 

・実施主体 秋田県 

・実施地区 岩崎地区（飯田川） 

・負担割合 県 80％、市 20％ 

 

［8.5.1 建築住宅総務費］ 

(９)木造住宅耐震化推進事業（都市建設課） ４２０千円 

市民の安全・安心を確保するため、地震による木造住宅の倒壊等を未然に防止し、

木造住宅の耐震診断と耐震改修を支援する。 

①木造住宅耐震診断委託                １２０千円 

・対象家屋 昭和 56 年以前建築の木造戸建住宅 

・補助率等 10/10（自己負担１万円） 

  ②木造住宅耐震改修補助金               ３００千円 

 ・対象家屋 昭和 56 年以前建築の木造戸建住宅  

 ・補助率等 対象経費×23％（限度額 30 万円） 
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［8.2.1 道路維持費、8.2.2 道路新設改良費］ 

(10)道路冠水対策事業（都市建設課） １００,６２０千円 

激甚化、頻発化する豪雨による道路冠水被害の防止・軽減を図るため、 道路冠水

対策施設の改修や整備等を進める。 

①道路冠水対策施設改修工事（追分下出戸線）   ３０,０００千円 

②道路冠水警報装置更新工事（追分地区）     １５,６２０千円 

③道路冠水対策施設設置工事（上北野地区）    ４６,０００千円 

④側溝改良工事（出戸新町地区）          ９,０００千円 

 

［8.2.1 道路維持費］ 

(11)準用河川維持管理（都市建設課） ２,０００千円 

近年激甚化・頻発化する豪雨災害に備え、住民の生命と財産を守るため、堤防等

の河川管理施設の補修を行い、適切な維持管理を推進する。 

・準用河川妹川堤防漏水箇所補修工事 
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３－（２） くらしの安全・安心の確保 

 

［2.1.12 交通安全対策費］ 

(１)交通安全推進事業（地域づくり課） ２,６２１千円 

市民の交通安全に対する意識の高揚を図るため、警察や交通安全協会、交通指導

隊等の関係機関と協力しながら街頭指導や交通安全教室等を実施する。 

 ①交通指導隊員謝礼等                 １,０４９千円 

②市交通安全協会補助金等              １,１２４千円 等 

 

［2.1.12 交通安全対策費］ 

(２)カーブミラー維持管理事業（地域づくり課） ３,２００千円 

 交通事故等を予防するため、破損したミラーの修繕や設置等を行う。 

①カーブミラー維持管理              ２,１００千円 

 ②カーブミラー設置等工事             １,１００千円 

 

［2.1.13 防犯対策費］ 

(３)防犯対策事業（地域づくり課） ４０,６２３千円 

防犯体制の強化を図るため、警察や防犯協会及び防犯指導隊等関係機関との連携

を密にするとともに、生活道路や通学路に設置されている防犯灯を管理する。 

 ①防犯灯維持管理                 ３８,８００千円 

②防犯灯設置等工事                  ８３９千円 

③防犯指導隊員謝礼等                 ３２９千円 等 

 

［10.1.4 教育指導費］ 

(４)地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業（教育総務課） ７,５１０千円 

学校及び通学路における子どもの安全確保を図るため、スクールガード・リーダ

ー等を配置、及び会議の開催等を実施する。 

・校内、学校周辺及び校区の巡回 

 ・スクールガード（ボランティア）による見守り 
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［4.1.6 環境衛生費］ 

(５)空家等対策事業（地域づくり課） ２１,０５７千円 

市民が安全に安心して暮らすことができる良好な生活環境を確保するため、潟上

市空家等対策計画に基づき、空家等対策を総合的かつ計画的に推進する。 

①【新規】特定空家等除却事業           １０,８３５千円 

 維持管理の見込みのない特定空家等における市による除却工事 

②空き家解体撤去補助金               ９,７００千円 

・対象家屋 Ⅰ.周囲に危険を及ぼすおそれがある空き家 

      Ⅱ.空き家バンクへの登録が出来なかった等活用が見込まれな

い空き家 

・補助率等 Ⅰ.対象経費×4/5（限度額 100 万円） 

      Ⅱ.補助率等 対象経費の 1/2（限度額 50 万円） 

③空家等飛散防止対策                  ４３７千円 

④空家等対策審議会等                   ８５千円  

 

［2.1.10 生活総務費］ 

(６)消費生活センター事業（地域づくり課） ２,９６２千円 

市民が安全・安心な消費生活を送ることができるよう、正しい情報の普及啓発や消

費生活相談を実施する。 

・消費生活相談員の配置（１人） 
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３－（３） 環境保全と循環型社会の実現 

 

［4.1.6 環境衛生費］ 

(１)環境美化・保全活動推進事業（地域づくり課） ２,２１１千円 

市民の生活環境等を良好に保つため、環境に関する要望への対応を実施する。 

・環境に関する標語の募集・表彰 

・害虫問題、不法投棄回収・処理、動物死骸回収 等 

 

［4.1.6 環境衛生費］ 

(２)馬踏川アオコ対策事業（地域づくり課） １,０００千円 

アオコの遡上による住宅地での悪臭被害発生を防止するため、県と連携してアオ

コ対策を実施する。 

・県が実施するアオコ抑制装置の設置等に要する経費の一部を負担 

 

［4.1.7 葬祭場費］ 

(３)【新規】葬祭場管理費（地域づくり課） ３７,４８５千円 

 湖東地区斎場の適正な運営管理を行う。 

 

［4.1.6 環境衛生費］ 

(４)墓地公園管理事業（地域づくり課） １５,３０５千円 

 市営の墓地公園（６か所）の維持管理を行う。 

①追分地区墓地公園樹木伐採業務委託料（再掲）     ９,７９０千円 

②【新規】下虻川墓地公園樹木伐採業務委託料（再掲）  １,８７０千円 等 

 

［4.2.2 廃棄物対策費］ 

(５)ごみの減量化推進事業（地域づくり課） １０千円 

一般家庭から排出される生ごみの減量化等を図るため、家庭用生ごみ処理容器の

購入費の一部を助成する。 

・助成率等 購入費用×1/2（限度額５千円） 

 

［4.2.2 廃棄物対策費、4.2.3 クリーンセンター費、4.2.4 最終処分場費］ 

(６)ごみの適正処理推進事業（地域づくり課） ４８７,３９９千円 

循環型社会の形成を目指し、市内におけるごみの適正処理を推進する。 
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①ごみ収集事業                 １１４,８８４千円 

ごみの収集運搬を実施するとともに、資源ごみの分別徹底を推進する。 

②クリーンセンター運営事業            ３６２,４８５千円 

ごみ焼却施設及び粗大ごみ処理施設の維持管理を実施する。 

③最終処分場運営事業               １０,０３０千円 

焼却処理後の残灰を適正に埋立処分する。 

 

［4.2.5 し尿処理費］ 

(７)男鹿地区衛生処理一部事務組合負担金（地域づくり課） ８１,５４９千円 

し尿及び浄化槽汚泥の適正な処理を図るため、男鹿地区衛生センターの運営に要

する費用を負担する。 

 

［2.1.5 その他普通財産管理費、2.1.15 地域集会施設等管理費、4.1.6 墓地管理運営費、 

 3.2.4 教育・保育施設運営費、6.2.1 松くい虫対策事業費、8.4.2 公園維持管理事業費、 

 8.5.2 市営住宅管理費、10.2.1 その他小学校管理共通費、10.3.1 その他中学校管理共通経

費、3.2.3 飯田川地区児童館管理費、10.5.3 市民センター昭和館管理費、10.6.3 天王総合体

育館費］ 

（８）【新規】樹木伐採等対策事業               ５５,５６１千円 

公有財産の適切な管理を行うため、倒木のおそれのある松くい虫被害木等の伐

採を実施する。 

・主要箇所 追分地区墓地公園          ９,７９０千円 

       天王南中学校            ６,０７２千円 

追分小学校             ３,８６７千円 等 

 

[4.1.7 葬祭場費、3.2.6 放課後児童クラブ運営費、7.1.2 観光施設整備費、 

8.4.2 公園整備事業、10.5.3 市民センター整備費] 

（９）【新規】公共施設等ＬＥＤ化事業             ６６,０６４千円 

   省エネルギー化による脱炭素社会への寄与、及び維持管理コストの低減を図る

ため、市内公共施設等の既存照明設備をＬＥＤ照明に更新する。 

  ・主要箇所 市民センター（昭和中央館・飯田川館） ４９,１９６千円 

鞍掛沼公園地内            １３,６７８千円 等 
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３－（４） 道路・交通網の充実 

 

［8.2.2 道路新設改良費］ 

(１)道路改良・舗装修繕事業等（都市建設課）           ３４０,８３８千円 

安全で快適な道路交通を確保するため、市道の改良・舗装修繕等を実施する。 

①二田追分線（歩道設置、現道拡幅）       １０２,０００千円 

・事業延長 0.20km 

②【新規】側溝整備                  ４,０００千円 

・事業箇所 二田追分線 

③【新規】上江川羽立線（舗装修繕）         ８４,０００千円 

・事業延長 0.50km 

④【新規】大清水下谷地線（舗装修繕）        ９０,０００千円 等 

・事業延長 1.11km 

 

［8.2.2 道路新設改良費］ 

(２)橋りょう長寿命化修繕事業（都市建設課） ８２,０００千円 

 橋りょうの長寿命化を図るため、補修工事等を実施する。 

①思案橋（飯田川地区）                ４６,０００千円 

・橋長 20.8m 

 

②【新規】細谷１号橋（天王地区）           ９,０００千円 

・橋長  2.5m 

③【新規】万六橋（天王地区）             ７,０００千円 

・橋長  4.5m 

④橋梁点検                      ２０,０００千円 

・事業箇所 38 橋 

 

［8.2.1 道路維持費］ 

(３)道路除排雪事業（都市建設課） ２１９,３３３千円 

 冬期間の安全で快適な道路交通を確保するため、市道の除排雪等を行う。 

 ・除排雪委託（業者委託、防雪板設置・収納） 等 
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［8.2.1 道路維持費］ 

(４)道路維持事業（都市建設課） ２９,９７６千円 

 安全で快適な道路交通を確保するため、市道の適切な維持管理を実施する。 

①舗装補修（穴埋め）                １４,４７６千円 

②交通安全対策（路面標示）             １０,０００千円 

③局部維持補修（市内全域）              ５,５００千円 等 

 

［2.1.11 生活交通費］ 

(５)駅管理運営事業（地域づくり課） １２,６５４千円 

駅利用者の利便性向上を確保するため、市内各駅の管理運営に努める。 

 ・業務内容 発券、トイレ清掃 等 

 ・対 象 駅 出戸浜駅、上二田駅、二田駅、天王駅、大久保駅、羽後飯塚駅 

 

［2.1.11 生活交通費］ 

(６)生活バス路線等維持事業（地域づくり課） ６１,２７５千円 

地域内の生活交通を確保するため、マイタウンバス等の運行経費を補助する。 

 ①マイタウンバス運行費補助金       ５９,１８６千円 

 ②生活バス路線維持費補助金         １,７０９千円 

 

［2.1.11 生活交通費］ 

(７)デマンド型乗合タクシー運行事業（地域づくり課） ８８４千円 

交通弱者等の移動方法を確保するため、利用者の要望に応じて運行するデマンド

型乗合タクシーを委託する。 

 ・実施地区 株山、真形・草生土、荒長根、山田 
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３－（５） 都市環境の整備 

 

［2.5.2 地籍調査費］ 

(１)地籍調査事業（財政課） ５,９８７千円 

一筆ごとの土地の位置や境界、面積などを明確にするため、地籍図・地籍簿を整

備する。 

・実施地区 潟上市大字昭和大久保、昭和乱橋の各一部（住宅周辺地区） 

・対象範囲 0.08k ㎡ 220 筆（調査前筆数） 

 

［8.4.2 公園費］ 

(２)公園管理運営事業（都市建設課） １０１,５７１千円 

公園の適切な維持管理を行うため、直営による管理のほか、指定管理者制度を活

用し住民サービスの向上とコスト縮減を図る。 

【指定管理施設】 

鞍掛沼公園、追分地区公園、元木山公園、飯田川南公園、 

天王多目的健康広場、飯田川二荒山グラウンドゴルフ場、 

大久保駅前広場、天王漁業集落運動広場        計８か所 

 

［8.4.2 公園費］ 

(３)鞍掛沼公園リニューアル事業（都市建設課） ７３,３２３千円 

公園の魅力向上及び利用促進を図るため、新たな大型遊具の設置や老朽化した既

存施設の解体を行う。 

①【新規】鞍掛沼公園遊びの広場内大型遊具設置工事   ６０,６２０千円 

②歴史の公園広場モニュメント解体工事         １２,７０３千円 

 

［8.4.2 公園費］ 

(４)公園整備事業（都市建設課）               ３７,９９２千円 

公園の利用環境の向上を図るため、設備の更新等を行う。 

①鞍掛沼公園展望塔空調機更新工事           ２０,３５０千円 

②鞍掛沼公園駐車場外灯等 LED 化工事           ５,７５９千円 

③インクルーシブ遊具設置事業             １１,８８３千円 
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［8.5.1 建築住宅総務費］ 

(５)住宅リフォーム補助事業（都市建設課） ３,５００千円 

市民の安全・安心で快適な居住環境の向上を図るとともに、子育て世帯の生活支

援と移住定住の促進を進めるため、住宅のリフォーム及び購入費用を補助する。

・補助対象工事 住宅の増改築・リフォーム工事で、市内に事務所を置く建設業 

        者等が施工するもの 

   ①②50 万円以上、③20 万円以上 

①子育て世帯 

・持ち家型 

補助対象 18 歳以下の子２人以上が同居している世帯 

補助率等 補助対象経費×2/10（限度額 20 万円） 

・中古住宅購入型 

 補助対象 18 歳以下の子１人以上が同居している世帯 

補助率等 補助対象経費×3/10（限度額 30 万円） 

②【拡充】定住・移住世帯 

・定着回帰型 

 補助対象 市外から移住した世帯 

補助率等 補助対象経費×2/10（限度額 40 万円） 

・中古住宅購入型 

補助対象 市外から移住した世帯 

補助率等 補助対象経費×3/10（限度額 60 万円） 

③災害復旧支援 

補助対象 自然災害により被災した住宅に居住する世帯 

補助率等 補助対象経費×1/10（限度額４万円） 

 

［8.5.1 建築住宅総務費］ 

(６)木造住宅耐震化推進事業（都市建設課）【再掲】 ４２０千円 

市民の安全・安心を確保するため、地震による木造住宅の倒壊等を未然に防止し、 

木造住宅の耐震診断と耐震改修を支援する。 

①木造住宅耐震診断委託                １２０千円 

・対象家屋 昭和 56 年以前建築の木造戸建住宅 

・補助率等 10/10（自己負担１万円） 

  ②木造住宅耐震改修補助金               ３００千円 
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 ・対象家屋 昭和 56 年以前建築の木造戸建住宅  

 ・補助率等 対象経費×23％（限度額 30 万円） 

 

［8.5.2 住宅管理費］ 

(７)市営住宅維持管理事業（都市建設課） ６２,２５０千円 

入居者の居住環境を保全するため、住宅の適切な維持管理を行うとともに、 計画

的な修繕を進める。 

①市営住宅維持管理（13 か所）       ２１,６２５千円 

②飯塚駅前団地修繕工事           ４０,６２５千円 
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３－（６） 上下水道等の整備 

 

［水道事業会計］ 

(１)水道施設更新事業（上下水道課） １９０,６９１千円 

水道水の安定供給を図るため、浄水場等の適正な維持管理と老朽化や自然災害へ

の備えとして計画的な更新・改修等を行う。 

①天王鶴沼台浄水場機械・薬注・計装設備更新   ４５,１００千円 

②昭和豊川配水池ポンプ場テレメータ設備更新     ３３,０００千円 

③出戸・追分地区配水連絡管布設           ５８,９６０千円 等 

 

 

［下水道事業会計］ 

(２)下水道施設更新事業（上下水道課） ６１,５８１千円 

下水道の安定的運営を図るため、管路等の適正な維持管理と計画的な更新・改修

等を行う。 

・元木田マンホールポンプ更新        １０,４５０千円 等 
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基本目標４ ふるさとで学び合い 可能性がひらけるまち 

 

 

４－（１） 学校教育の充実 

 

［10.1.4 教育指導費］ 

(１)就学相談・教育支援事業（教育総務課） ２,５１２千円 

障がいのある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援のため、教育支援アド

バイザーを配置し、相談体制の充実と幼保小中の校種間連携を推進する。 

 

［10.5.3 公民館費］ 

(２)地域学校協働活動事業（文化スポーツ課） ８６０千円 

子どもたちの学びを豊かにするため、地域の教育力を学校教育に活用し、地域全

体で教育の向上に取り組む体制づくりを推進する。 

 

［10.1.2 事務局費］ 

(３)フッ化物洗口事業（教育総務課） １,５４１千円 

児童生徒のう蝕の予防及び歯の健康増進を図るため、市内小・中学校でフッ化物

洗口を実施する。 

 

［10.1.4 教育指導費］ 

(４)学校ＩＣＴ活用支援事業（教育総務課） ８,２４５千円 

学校教育のデジタル化に対応するため、タブレット端末やデジタル教材を全ての

児童生徒が活用できる学習の推進を図る。 

 

［10.1.3 外国青年招致事業費］ 

(５)外国青年招致事業（教育総務課） １５,６７４千円 

国際社会に対応できる人材づくりを目指した教育を行うため、外国語指導助手を

小・中学校に配置する。 

・配置人数 ３人（中学校区につき１人） 

・職務内容 英語指導の補助 

外国語指導助手との交流を通じた異文化理解の推進 
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［10.1.4 教育指導費、10.2.1・10.3.1 学校管理費］ 

(６)小・中学校管理運営事業（教育総務課） ７７０,３９１千円 

 児童生徒が、安全・安心で健康に学校生活を送ることができる環境を整備する。 

 【主な事業】 

①相談体制整備事業                 ４,３３２千円 

・不登校やいじめ等の問題に対応するため、「心の教室相談員」や「子どもと

親の相談員」を配置し、児童生徒や保護者が相談しやすい体制を整備する。 

・「スクールロイヤー」として弁護士を配置し、速やかな問題解決を行う。 

 ②コミュニティ・スクール事業               ９５１千円 

学校と地域との連携・協働を図るため、学校運営協議会（コミュニティ・ス 

クール）や地域学校協働活動を推進する。 

③学校サポーター事業                ９,４８５千円 

教材開発や学校図書館の充実を図るため、学校サポーターを配置する。 

④学校統合型校務支援システム運用事業      １０,７２９千円 

学校で管理する各種名簿や教務、保健、勤怠に関する事務をシステム化するこ

とにより、セキュリティの強化と教職員の多忙軽減を図る。 

⑤医療的ケア児支援事業                ２,４０１千円 

医療的ケアを必要とする児童の学校生活を支援するため、看護師を配置する。 

⑥特別支援教育支援員配置事業            ６０,８８２千円 

障がいのある児童生徒の学校生活を支援するため、特別支援教育支援員を配置

する。 

⑦大豊小学校スクールバス運行事業          ２２,１９６千円 

豊川地区に居住する大豊小学校の児童の通学安全等を確保するため、スクール

バスを運行する。 

⑧学校改修事業 

 ・追分小学校校舎増築事業          ３６７,１１８千円 

 ・天王小学校非常用電源設備更新工事      ３３,５５０千円 

 ・飯田川小学校エアコン設置工事         ２,２００千円 

 ・中学校空調設備改修事業            ７,２７５千円 

 ・天王南中学校玄関タイル張替工事        ５,８３０千円 

  ・小・中学校机及びいす更新              ６,０５９千円 

・天王南中学校教室改修対応備品購入       ３,４３８千円 等 
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［10.1.2 事務局費、10.1.4 教育指導費、10.2.2・10.3.2 教育振興費］ 

(７)小・中学校教育振興事業（教育総務課） ８４,３０６千円 

学習指導要領に基づき、子ども一人ひとりのよさや可能性を伸ばし、たくましく、

人間性豊かな心の育成を目指した教育を行う。 

①要保護、準要保護児童生徒の援助         ２１,２８２千円 

  経済的理由によって義務教育を受けさせることが困難な保護者に、学用品費や

学校給食費、修学旅行費、医療費などを支給する。 

②特別支援学級児童生徒の援助            １,６２８千円 

特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者に学用品費や学校給食費などを支給

する。 

③外国語活動・教育事業               ５,８６４千円 

小学校の外国語教育の充実を図るため、外国語活動支援員を配置する。 

  ④ふるさと学習推進事業               １,６８１千円 

豊かな人間性や社会性を育むため、ふるさとの自然・文化・社会や、先人の苦

労・偉業等に触れる学習の充実を図る。 

  ⑤ＧＩＧＡスクール構想推進事業          ２２,９０９千円 等 

ＧＩＧＡスクール構想の推進のため、必要となる機器やソフトウェアをリース

する。 

 

［10.3.2 教育振興費］ 

(８)学校教育関係補助事業（教育総務課） ６,５００千円 

部活動に係る経費や大会等への参加経費の一部を補助する。 

 ①生徒派遣費補助金                  ５,０００千円 

・生徒の保護者負担の軽減を図るため、中学校部活動の大会参加に係る経費を

補助する。 

 ②部活動振興費補助金                 １,５００千円 

・部活動の振興と強化及び保護者の負担軽減を図るため、部活動に係る経費を

補助する。 
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［10.4.1 学校給食費］ 

(９)学校給食事業（教育総務課） １４４,１３８千円 

自校方式の給食調理場の衛生的な環境整備に努めるとともに、栄養教諭・栄養士

を中心に児童生徒の安全で安心な栄養バランスに配慮した献立づくりを推進す

る。 

①給食調理等業務委託              １１０,９３３千円 

②給食備品購入                   ８,６２４千円 等 

 

［10.4.1 学校給食費］ 

 (10)【新規】学校給食費負担軽減事業（教育総務課） ７５,０４７千円 

子育て世帯の経済的負担を軽減するため、学校給食費の一部を助成する。 

・対 象 小学生 

・助成額 月額 5,200 円×11 か月分 

 

［10.4.1 学校給食費］ 

 (11)【新規】学校給食設備改修事業（教育総務課） ２,９５９千円 

給食調理環境の適正化と品質管理の向上を図るため、空調設備を改修する。 

・天王中学校空調設備改修事業（設計） 
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４－（２） 生涯学習の推進 

 

［10.5.1 社会教育総務費］ 

(１)社会教育関係団体育成支援事業（文化スポーツ課） １,７９５千円 

社会教育団体の自主的な活動を支援するため、規模や活動状況に応じ補助金を交

付する。 

 芸術文化協会補助金                １,４４０千円 等 

              

 

［10.5.2 生涯学習推進費、10.5.3 公民館費］ 

(２)生涯学習活動充実事業（文化スポーツ課） １５１,５９５千円 

市民の生涯学習活動の推進を図るため、魅力ある事業の企画や拠点施設の管理運

営を行う。 

①市民センターの運営等             １０１,０９７千円 

②【新規】市民センター照明器具 LED 交換工事【再掲】 

 ・昭和中央館ホール                  １９,７２５千円 

   ・飯田川館全館                 ２９,４７１千円 

③生涯学習の推進                  １,３０２千円 

 

［10.5.5 図書館費］ 

(３)図書館管理運営事業（文化スポーツ課） ９１,８４３千円 

多くの市民が本に親しむことができるようにするため、本館及び３分館の管理運

営を行う。 

【新規】図書館本館前庭陥没修復工事        ３２,４７２千円 

前庭陥没の修繕と地盤の補強を実施する。 

 
［10.5.5 図書館費］ 

(４)ブックスタート事業（文化スポーツ課） ３６８千円 

乳幼児期から絵本を通して親子で楽しむ時間を持ち、本に親しむことを支援する

ため、０歳児に司書等が選定した絵本を贈呈する。 
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［10.5.4 文化財保護費］ 

(５)文化保護事業（文化スポーツ課） １９,００９千円 

市の文化財保護と伝統文化継承のため、文化財管理団体への補助や文化財調査等

を行う。 

 ①文化財管理団体への補助 

  ・重要無形民俗文化財東湖八坂神社祭の統人行事補助金 ３,４４８千円 

・重要文化財小玉家住宅管理費補助金         １,３９９千円 

 ②文化財調査事業 

・石川理紀之助翁資料調査              ４,０２５千円 

 ③郷土文化保存伝習館管理運営             ７,６３６千円 

 ④【新規】くり舟調査                       ７７３千円 
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４－（３） 芸術・文化・スポーツ活動の振興 

 

［10.5.3 公民館費］ 

(１)文化祭事業（文化スポーツ課） ９４３千円 

市民の文化芸術意識の高揚を図るため、市民センターで実施している講座や地域

のサークル活動等で学んだことを発表する機会として、文化祭を開催する。 

 

［10.5.3 公民館費］ 

(２)芸術文化振興事業（文化スポーツ課） ３,７７３千円 

市民の文化芸術意識の高揚を図るため、市民センター「かたりあん」を拠点とし、

市民が芸術や文化に触れ、自らも発信する機会を創出する。 

・市民参加型ミュージカルの開催 

・音楽祭等 

 

［10.6.1 社会体育総務費］ 

(３)スポーツ団体活動支援事業（文化スポーツ課） ２２,１５８千円 

①生涯スポーツの推進を図るため、各種スポーツ団体への支援やスポーツ推進委

員の育成を行う。 

・体育協会、スポーツ少年団への補助 

・スポーツ推進委員活動報酬 等 

②市のスポーツ活動及び文化芸術活動の振興を図るため、各種大会やコンテスト

に出場する市民(個人)に対し、全国大会等激励金を交付する。 

  ・交付額 国際大会（国外）３万５千円 (国内)２万５千円 

       全国大会（県外）１万円 （県内）７千円 

       東北大会（県外）５千円 （県内）３千円 

 

［10.6.2 体育振興費］ 

(４)スポーツフェスティバル（文化スポーツ課） ５,６８７千円 

運動やスポーツを通じて市民の健康増進と運動習慣の定着を図るため、スポーツ

イベントを開催する。 
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［10.6.2 体育振興費］ 

(５)各種スポーツ大会開催事業（文化スポーツ課） ２,０２２千円 

市民の健康と体力の維持・増進を図り、仲間同士のふれあいや地域住民の交流を

深めるため、各種スポーツ大会を開催する。 

 

［10.6.3 体育施設費］ 

(６)体育施設管理運営事業（文化スポーツ課） ７３,３６８千円 

生涯スポーツの拠点施設として、各体育館及び武道館、Ｂ＆Ｇ海洋センターなど

の管理運営を行う。 

 ①体育施設指定管理（６施設）等          ７１,６７８千円 

  ②【新規】天王総合体育館エアコン設置調査業務    １,６９０千円 
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基本目標５ 次世代へつなぐ 市民と共に築くまち 

 

 

５－（１） 参画と協働の推進 

 

［2.1.6 企画振興費］ 

(１)自治基本条例推進事業（企画政策課） ３１千円 

市民主体のまちづくりを目指す自治基本条例の理念を浸透させるため、啓発活動

や運用状況の把握を行う。 

・「潟上市自治基本条例の手引き」配布（小学６年生・中学３年生） 

・自治基本条例推進委員会の開催 等 

 

［2.1.6 企画振興費］ 

(２)若者市政参画推進事業（企画政策課） ２８８千円 

市の課題等に対し若年層の視点による柔軟な発想を取り入れるため、まちづくり

に関し、特に関心が薄いとされるＺ世代（高校生・大学生等）の市政参画を促す。 

・高校生・大学生等で構成する「Ｚ世代活躍課」の活動 

 

［2.1.9 自治振興費］ 

(３)自治振興事業（地域づくり課） ４８,１０２千円 

 地域自治活動を活性化するため、自治会やコミュニティ団体に対し、規模や活動 

割合に応じて補助金を交付する。 

①自治会活動推進費補助金             ４５,７８９千円 

②自治会長連合会活動費補助金           １,１９５千円 

③地域づくりチャレンジ支援事業補助金         １２０千円 

④コミュニティ組織活動費補助金            ７２０千円 等 

 

［2.1.9 自治振興費］ 

(４)地域活動支援事業（地域づくり課） ５２８千円 

地域内での共助を推進するため、冬期間除排雪作業を実施する自治会等を支援す

る。 

・小型除雪機等を貸出 
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［2.1.6 企画振興費］ 

(５)男女共同参画推進事業（企画政策課） １７０千円 

男女がともにあらゆる分野で活躍できる社会の実現を目指すため、地域の推進的

役割を担う人材の養成等を行う。 

・あきたＦ・Ｆ推進員養成研修費の助成 等 

 

［2.1.1 一般管理費］ 

(６)人権の花運動（総務課） ６２千円 

互いに協力し合いながら花を育てることを通じて、子どもたちの豊かな人権感覚

を育成するため、市内小学校に花苗等を配布する。 

 

［2.1.6 企画振興費］ 

(７)パートナーシップ制度推進（企画政策課） ９千円 

多様性に配慮したまちづくりを推進するため、パートナーシップ宣誓証明制度を

継続する。 
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５－（２） 持続可能な行政運営の推進 

 

［2.1.1 一般管理費］ 

(１)職員育成事業（総務課） ２,６１５千円 

職員研修計画に基づき、実務取扱研修を実施するほか特別研修に派遣するなど専

門知識や実務遂行能力を持った職員を育成する。 

・研修先 ふるさと財団、市町村アカデミー、全国市町村国際文化研修所 等 

 

［2.1.15 公共施設等管理費］ 

(２)地域集会施設等管理整備事業（地域づくり課） ７４,５７５千円 

地域住民による地域集会施設の安心･安全な利用の継続のため、地域集会施設を適

正に管理する。 

・地域集会施設の維持管理 

・集会施設管理運営費等助成金            ２,６６８千円 

・地域集会施設屋根外壁改修工事（出戸新町・羽立・野村）  

３９,９５０千円 

 

［8.5.2 住宅管理費、10.5.3 公民館費］ 

(３)公共施設解体事業（都市建設課、文化スポーツ課） ６９,９０６千円 

公共施設の適正な管理と市民の安全を図るため、老朽化した施設や集約化で廃止

した施設の解体を実施する。 

・塩口北野団地解体整備工事（４棟）              ４０,２６０千円 

・歴史の公園広場モニュメント解体工事       １２,７０３千円 

・旧分館解体工事 旧蒲沼分館、旧乱橋分館、旧荒屋分館   

１６,９４０千円 

 

［2.1.6 企画振興費］ 

(４)行政改革推進事業（企画政策課） １３６千円 

 効率的な行政運営の確立を目指し、行財政改革を推進する。 

 ・潟上市行政改革推進大綱の進捗管理 

・行政改革推進委員会の開催 
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［2.1.18 基金費,7.1.3 ふるさと納税事業費］（再掲） 

(５)ふるさと納税事業（商工観光振興課、財政課） ７４８,４０９千円 

ふるさと納税（ふるさと応援寄附金）を原資とした基金による市の振興のため、

返礼品の充実や潟上市の知名度向上、寄附者及び寄附金額の増加を図る。 

・返礼品の提供 

・広告の実施 

・ふるさと応援基金の積立 

 

[2.1.5 公用車・バス管理費] 

（６）公用車マネジメント事業（総務課）            １４,２７７千円 

   公用車を安全に運行するため、更新基準を経過した公用車の整備更新を行う。 
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５－（３） 情報の発信・共有とデジタル化 

 

［2.1.2 広報費］ 

(１)情報発信事業（企画政策課） １８,７４９千円 

市内外に向けて潟上市の魅力や行政情報を伝えるため、様々なメディア等を活用

し情報発信に取り組む。 

・広報「かたがみ」の発行 

・ホームページの運用・管理 

・公式ＳＮＳの活用 

 

［2.1.8 電子計算費］ 

(２)電算システム運営管理事業（企画政策課） ３９３,２６３千円 

電子計算システムやネットワーク機器の維持管理及び更新を行う。 

・自治体情報システム標準化対応分 ８５,４３１千円 

・マイナンバー関連システム更新   ２,２００千円 等 

 

［2.1.8 電子計算費］ 

(３)[新規]ＤＸ推進事業（企画政策課） ４,７３４千円 

多様化する市民ニーズへの対応や安定的な行政サービスを継続的に提供していく

ため、庁内の生産性を高めるＤＸを推進する。 

 

［2.1.4 会計管理費、2.2.2 賦課徴収費、2.3.1 戸籍住民基本台帳費、 

2.1.8 電子計算費、3.2.1 児童福祉総務費、3.2.6 放課後児童健全育成費、 

3.2.5 こども家庭センター費、3.3.1 生活保護総務費、8.5.2 住宅管理費、 

10.1.4 教育指導費、介護保険事業特別会計、水道事業会計］ 

(４)デジタル化の推進事業 ２８,４６２千円 

（会計課、税務課､市民課、社会福祉課、健康長寿課、子育て応援課、都市建設課、

教育総務課、上下水道課） 

行政の効率化及び市民の利便性向上を図るため、行政サービスのデジタル化を推

進する。 

①市税等コンビニ・スマホ・クレジット納付事業         ４,８３７千円 

・市民の利便性向上のため、コンビニ・スマホ・クレジット納付を実施する。 

②市税等Ｗｅｂ口座振替受付サービス事業            １,４８５千円 
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・市民の利便性向上のため、Ｗｅｂ口座振替受付サービスを実施する。 

③キャッシュレス決済運用事業                   ４４９千円 

 ・市民の利便性向上のため、各種証明書発行手数料の納付についてクレジット

カードや電子マネーなどによるキャッシュレス決済を実施する。 

④マイナンバーカード普及促進事業              １１,６０６千円 

・マイナンバーカード普及促進のため、事務体制の充実を図ると共に出張申請

サポート等を実施する。 

⑤証明書コンビニ交付事業                   ３,８７４千円 

・市民の利便性向上のため、住民票及び印鑑証明書のコンビニ交付を実施する。 

⑥医療扶助のオンライン資格確認                  １１１千円 

・医療扶助のオンライン資格確認を実施する。 

⑦母子手帳アプリオンライン相談事業・予約サービス事業    ２,３１０千円 

・里帰りや外出が難しい妊産婦を支援するため、オンライン予約及び相談を実

施する。 

⑧学校ＩＣＴ活用支援事業 ※再掲            ８,２４５千円 

・学校教育のデジタル化に対応するため、タブレット端末やデジタル教材を全

ての児童生徒が活用できる学習の推進を図る。 

⑨保険料等コンビニ納付事業        ９,７９０千円 

・市民の利便性向上のため、コンビニ納付を実施する。 

⑩eL-QR を活用した納付事業          １４,３４０千円 

・市民の利便性向上のため、保険料など eL-QR を活用した納付に対応するため

システム改修を実施する。 
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その他の事業 

 

［2.4.3 県議会議員選挙費］ 

(１)秋田県議会議員選挙（選挙管理委員会） ６７,９１４千円 

秋田県議会議員選挙に向けた準備を行う。 

令和９年４月 29 日任期満了 

 

［2.1.7 出張所費］ 

(２)出張所運営事業（出張所） １１,７５６千円 

市民の利便性を確保するため、天王・昭和・飯田川・追分出張所で証明書等の発

行を行う。 

 

 


